
〇鳥取市廃棄物処理施設設置手続条例・施行規則対照表 

条例（平成29年鳥取市条例第83号） 施行規則（平成29年鳥取市規則第62号） 

第１章 総則

（目的） 

第１条 この条例は、廃棄物処理施設の設置に係る計

画の事前公開、これに対する関係住民の環境保全上

の意見提出等の手続、廃棄物処理施設における処理

状況の公表その他必要な事項を定めることにより、

廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛

争の予防、調整等を図り、もって生活環境の保全及

び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鳥取市廃棄物処理施設の設置に

係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する

条例（平成２９年鳥取市条例第８３号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」とい

う。）第２条第２項に規定する一般廃棄物をいう。

（２） 産業廃棄物 法第２条第４項に規定する産業

廃棄物をいう。 

（３） 産業廃棄物処理業者 法第１４条第１項の規

定による産業廃棄物収集運搬業の許可、同条第６項

の規定による産業廃棄物処分業の許可、法第１４条

の４第１項の規定による特別管理産業廃棄物収集運

搬業の許可又は同条第６項の規定による特別管理産

業廃棄物処分業の許可を受けている者及びこれらの

許可を受けようとする者をいう。 

（４） 産業廃棄物処理施設 法第１５条第１項に規

定する産業廃棄物処理施設（同項の許可に係るもの

に限る。）並びに産業廃棄物処理業者が業として行

う産業廃棄物の積替え又は保管のための施設及び産

業廃棄物の中間処理を行うための施設をいう。 

（５） 一般廃棄物処理施設 法第８条第１項に規定

する一般廃棄物処理施設（同項の許可に係るものに

限る。）をいう。 

（６） 廃棄物処理施設 一般廃棄物処理施設又は産

業廃棄物処理施設をいう。 

（７） 特定小型焼却施設 廃棄物焼却炉（廃棄物処

理施設、市町村が設置する施設又は事業者が廃棄物

を排出した事業所内で自ら処理するために設置する

施設を除く。）であって、次のいずれかに該当する

ものをいう。 

 ア 火床面積（廃棄物の焼却施設に２以上の廃棄物

焼却炉が設置されている場合にあっては、それら

の火床面積の合計）が０．５平方メートル以上の

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条

例で使用する用語の例による。 



もの 

 イ 焼却能力（廃棄物の焼却施設に２以上の廃棄物

焼却炉が設置されている場合にあっては、それら

の焼却能力の合計）が１時間当たり５０キログラ

ム以上のもの 

（８） 無害化処理実証試験施設 法第９条の１０第

１項又は第１５条の４の４第１項の規定による環境

大臣の認定の申請に係る実証試験（以下「実証試験」

という。）の用に供する施設をいう。 

（９） 廃棄物処理施設等の設置 廃棄物処理施設、

特定小型焼却施設又は無害化処理実証試験施設（以

下「廃棄物処理施設等」という。）の新設（現に廃

棄物処理施設等に該当しない施設が新たに廃棄物処

理施設等に該当することとなる場合及び現に設置さ

れている廃棄物処理施設等において実証試験を行う

場合を含み、一般廃棄物処理施設を産業廃棄物処理

施設として、産業廃棄物処理施設を一般廃棄物処理

施設として、特定小型焼却施設を産業廃棄物処理施

設として、又は産業廃棄物処理施設を特定小型焼却

施設として使用することとする場合及び廃棄物処理

施設等を承継し、又は更新する場合（規則で定める

ものに限る。）を除く。）又はその位置、構造、規

模若しくは処理する廃棄物の種類の変更（軽微な変

更その他の規則で定める変更を除く。）をいう。 

（１０） 紛争 廃棄物処理施設等の設置に伴って生

ずる周辺の生活環境に及ぼす影響に関する関係住民

と事業者との間の紛争をいう。 

（１１） 事業者 廃棄物処理施設等の設置をしよう

とする者をいう。 

（廃棄物処理施設等の承継等） 

第３条 条例第２条第９号に規定する規則で定める承

継、更新及び変更（以下この条において「承継等」

という。）は、次の各号のいずれにも該当しない承

継等とする。 

（１） 一般廃棄物又は産業廃棄物の処分を行う廃棄

物処理施設等における廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」と

いう。）第８条第１項、第１４条第６項、第１４条

の４第６項若しくは第１５条第１項の許可に係る申

請書に記載した処理能力、ダイオキシン類対策特別

措置法（平成１１年法律第１０５号）第１２条第１

項、第１３条第１項若しくは第１４条第１項に基づ

く届出書に記載した焼却能力又は無害化処理実証試

験施設に係る条例第５条第１項の事業計画書に記載

した処理能力（以下単に「処理能力」といい、当該

処理能力の変更について条例第２３条第２項に規定

する手続終了通知を受けているときは、当該通知に

係る変更後のものをいう。以下同じ。）の変更を伴

う承継等であって、その変更前の処理能力の１０パ

ーセント以上の増大を伴うもの 

（２） 産業廃棄物処理業者が業として行う産業廃棄

物の積替え又は保管のための施設（以下「積替え保

管施設」という。）における法第１４条第１項又は

法第１４条の４第１項の許可に係る申請書に記載し

た積替えのための保管上限（複数の産業廃棄物を取

り扱う積替え保管施設にあっては、それぞれの産業

廃棄物に係る保管上限の合計とし、当該保管上限の

変更について条例第２３条第２項に規定する手続終

了通知を受けているときは、当該通知に係る変更後

のものとする。）の変更を伴う承継等であって、そ

の変更前の保管上限の１０パーセント以上の増大を

伴うもの 

（３） 排ガスの性状、排水の水質等周辺区域の生活

環境の保全のために達成することとした数値（以下



「環 境保全目標値」という。）の変更を伴う承継

等（当該変更によって生活環境に対する影響が増大

するものに限る。） 

（４） 廃棄物処理施設等の設置者が関係住民との間

で締結した生活環境の保全のために必要な事項を内

容とする協定の内容の変更を伴う承継等（当該協定

の変更について合意し、変更協定の締結を得たもの

を除く。） 

（５） 法第１５条第１項に規定する産業廃棄物処理

施設（同項の許可に係るものに限る。）、一般廃棄

物処理施設、特定小型焼却施設（当該施設の新設又

は変更について条例第２３条第２項に規定する手続

終了通知を受けていないものに限る。）又は無害化

処理実証試験施設の更新 

（１２） 周辺区域 廃棄物処理施設等を設置する場

所の周辺の区域であって規則で定めるものをいう。

（周辺区域） 

第４条 条例第２条第１２号に規定する規則で定める

区域は、次のとおりとする。 

（１） 積替え保管施設の設置（施設の構造又は規模

の変更を含む。以下同じ。）にあっては、当該積替

え保管施設の敷地境界から５０メートル以内の区域

（２） 一般廃棄物又は産業廃棄物の中間処理を行う

ための施設（以下「中間処理施設」という。）の設

置にあっては、当該中間処理施設の敷地境界から２

００メートル以内の区域 

（３） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭

和４６年政令第３００号）第５条第２項に規定する

一般廃棄物の最終処分場及び同令第７条第１４号に

規定する産業廃棄物の最終処分場（以下「最終処分

場」という。）の設置にあっては、当該最終処分場

の敷地境界から５００メートル以内の区域 

（４） 前３号に規定する区域のほか、次に掲げる区

域 

 ア 条例第５条第３項に規定する生活環境影響調査

結果書において生活環境の保全上一定の影響があ

るとされた区域 

 イ 廃棄物処理施設等からの排水（雨水及び水質汚

濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第２条第

９項に規定する生活排水を除く。以下同じ。）が

流入する水域（当該廃棄物処理施設等からの排水

が排出される公共用水域（水質汚濁防止法第２条

第１項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。）

及び当該公共用水域と接続する公共用水域に限

る。）における水量が当該廃棄物処理施設等から



の排水の量のおおむね１００倍となる地点までの

区域 

（１３） 関係住民 周辺区域内に居住する者、周辺

区域内に事務所又は事業所を有する者その他規則

で定める者をいう。 

（関係住民） 

第５条 条例第２条第１３号に規定する規則で定める

者は、次のとおりとする。 

（１） 周辺区域内に存する町又は字の区域その他市

内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて

形成された団体（以下「自治会等」という。） 

（２） 周辺区域内において農業、林業又は漁業を営

む者 

（３） 周辺区域内の水域（廃棄物処理施設等からの

排水が流入する公共用水域及び当該公共用水域と接

続する公共用水域に限る。）における水利権者 

（市の責務） 

第３条 市は、廃棄物処理施設等の設置に関する紛争

の予防を図るとともに、紛争が生じたときは、迅速

かつ適正に紛争の解決のための調整を図るものとす

る。 

（事業者及び関係住民の責務） 

第４条 事業者は、廃棄物処理施設等の設置に当たっ

ては、紛争の予防及び紛争の解決のための調整に関

して市の施策に協力するとともに、周辺地域の生活

環境に及ぼす影響に十分配慮し、関係住民の理解を

得るよう努めなければならない。 

２ 事業者及び関係住民は、相互の立場を尊重すると

ともに、相互の意見及び見解を理解するよう努め、

紛争が生じたときは、互譲の精神をもって、自主的

に解決するよう努めなければならない。 

３ 廃棄物処理施設等の設置者は、市が実施する廃棄

物の不適正処理の防止に関する施策に協力しなけれ

ばならない。 

第２章 紛争の予防及び意見の調整に係る手続等

（事業計画書の提出） 

第５条 事業者は、廃棄物処理施設等の設置を行うと

きは、次に掲げる事項を定めた事業計画（以下「事

業計画」という。）を記載した事業計画書（以下「事

業計画書」という。）を規則で定めるところにより、

市長に提出しなければならない。 

（１） 廃棄物処理施設等の設置の目的又は設置を必

要とする理由 

（事業計画書） 

第６条 条例第５条第１項に規定する事業計画書（以

下「事業計画書」という。）は、様式第１号による

ものとする。 

２ 条例第５条第１項第６号に規定する規則で定める

事項は、次のとおりとする。 

（１） 事業の実施に当たって関係する法令等の許可

等の種類及び手続の実施状況 



（２） 廃棄物処理施設等の種類及び当該施設におい

て処理する廃棄物の種類 

（３） 廃棄物処理施設等の設置場所 

（４） 廃棄物処理施設等の処理能力 

（５） 廃棄物処理施設等の処理方式、構造及び設備

の概要 

（６） 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事

項 

２ 事業者は、事業計画の作成に当たっては、次に掲

げる事項について、鳥取県廃棄物処理施設の設置に

係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する

条例（平成１７年鳥取県条例第６８号。以下「県条

例」という。）第５条第２項に定める指針に基づい

たものとしなければならない。 

（１） 廃棄物処理施設等の構造及び設備 

（２） 廃棄物処理施設等の維持管理の方法 

３ 事業者は、当該廃棄物処理施設等を設置すること

が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査

の結果を記載した書類（以下「生活環境影響調査結

果書」という。）を作成し、事業計画書に添付しな

ければならない。 

４ 前項の調査に関し必要な事項は、県条例第５条第

４項に定める事項とする。 

５ 市長は、第１項の規定による事業計画書の提出が

あったときは、当該事業計画書（生活環境影響調査

結果書を含む。以下同じ。）を鳥取県その他関係機

関の長に送付するものとする。 

（２） 廃棄物処理施設等の作業の時間帯及び作業を

行わない日 

（３） 条例第２７条の規定により行う措置の有無及

びその内容 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める事項 

３ 条例第５条第１項の規定により事業計画書を提出

するときは、次の書類及び図面を添付するものとす

る。 

（１） 廃棄物処理施設等の構造を明らかにする図面

及び設計計算書並びに配置図 

（２） 最終処分場にあっては、周辺の地形、地質及

び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 

（３） 中間処理施設にあっては、同施設において処

理を行った後における一般廃棄物又は産業廃棄物の

処分方法を記載した書類 

（４） 廃棄物処理施設等の設置予定場所の土地（以

下「計画地」という。）の付近の見取図 

（５） 排水の経路図 

（６） 最終処分場以外の廃棄物処理施設等にあって

は、処理工程図 

（７） 周辺区域の生活環境の保全のための措置（環

境保全目標値を含む。）を記載した書類 

（８） 計画地に係る登記事項証明書及び登記所に備

えられた地図の写本 

（９） 廃棄物処理施設等の処理能力を明らかにする

設計計算書（積替え保管施設にあっては、保管でき

る量の上限についての計算書） 

（１０） 廃棄物処理施設等の適正な維持管理を行う

ための管理体制を示す書類並びに保守点検箇所及び

点検頻度を示す書類 

（１１） 無害化処理実証試験施設にあっては、法第

９条の１０第１項又は第１５条の４の４第１項の規

定による環境大臣の認定を受けようとする施設に係

る条例第５条第１項各号までに掲げる事項を記載し

た書類 

（１２） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と

認める書類及び図面 

（周知計画書の提出） 

第６条 事業者は、前条第１項の規定による事業計画

書の提出に併せ、事業計画について関係住民に対し

て行う説明会（以下「説明会」という。）の開催に

関する事項その他規則で定める事項を定めた周知

（周知計画書） 

第７条 条例第６条に規定する周知計画書（以下「周

知計画書」という。）は、様式第２号によるものと

する。 



計画（以下「周知計画」という。）を記載した周知

計画書（以下「周知計画書」という。）を市長に提

出しなければならない。 

２ 条例第６条に規定する規則で定める事項は、次の

とおりとする。 

（１） 周知の対象とする地域 

（２） 事業計画を作成した旨を広告する地域並びに

広告の方法及び期間 

（３） 事業計画書の写しの縦覧場所、縦覧期間及び

縦覧時間 

（４） 説明会の開催予定日時及び場所 

（５） 説明会の対象者 

（６） 説明会開催の周知方法 

（７） 説明会で配布する書類及び図面の種類 

（８） 説明会以外の周知の方法 

（９） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める事項 

３ 条例第６条の規定により周知計画書を提出すると

きは、次の書類及び図面を添付するものとする。 

（１） 周辺区域、周知の対象とする地域及び説明会

の対象地域を明らかにする図面 

（２） 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る書類及び図面 

（現地調査等） 

第７条 市長は、第５条第１項の規定による事業計画

書の提出があったときは、速やかに現地調査を行い、

設置予定場所の現況について確認するものとする。

２ 市長は、前項の規定による現地調査の結果に基づ

き、周知計画について、事業者に必要な修正を指示

するものとする。 

（関係機関への照会） 

第８条 市長は、鳥取県その他関係機関の長に事業計

画の内容と関係法令の整合性について照会するもの

とする。 

２ 市長は、前項の照会の結果を事業者に通知するも

のとする。 

（隣接する町に対する通知） 

第９条 市長は、廃棄物処理施設等の設置が本市に隣

接する町の住民に対し環境の保全上の支障が生じ

るおそれがあると認めるときは、当該町の長に事業

計画書が提出されている旨の通知をするものとす

る。 

（広告及び縦覧） 

第１０条 事業者は、第７条第２項の規定による指示

に基づき周知計画の修正を行った後、速やかに、規

則で定めるところにより、事業計画書を作成した旨

（広告の方法等） 

第８条 条例第１０条の規定による広告は、次に掲げ

る事項を記載した書面の周辺区域内の集会所等の公



を広告し、当該事業計画書の写しを、当該広告の日

から起算して２８日を経過する日までの間、関係住

民の縦覧に供しなければならない。 

共の場所、庁舎又は設置予定場所への掲示、時事に

関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他関

係住民への周知が図られる方法により行うものとす

る。 

（１） 廃棄物処理施設等の設置を行おうとする者（以

下「事業者」という。）の住所及び氏名（法人にあ

っては、所在地及び名称並びに代表者の氏名） 

（２） 事業計画書の写しの縦覧場所、縦覧期間及び

縦覧時間 

（３） 説明会の日時及び場所 

（４） 意見書の提出期間 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める事項 

２ 前項に規定する掲示は、条例第１２条に規定する

意見書（以下「意見書」という。）を提出すること

ができる期間中、継続して行うものとする。 

（縦覧の方法） 

第９条 条例第１０条に規定する縦覧は、周辺区域内

の集会所等の公共の場所、庁舎その他関係住民が参

集しやすい場所で行うものとする。 

２ 縦覧場所には、次に掲げる事項を明示するものと

する。 

（１） 意見書を提出することができること。 

（２） 条例第１３条第１項に規定する見解書（以下

「見解書」という。）が周知されること。 

（事業計画の周知） 

第１１条 事業者は、前条の縦覧期間内に、周知計画

に基づく説明会の開催等により、関係住民に対し、

事業計画の周知を図らなければならない。 

２ 説明会の開催方法等に関して必要な事項は、規則

で定める。 

３ 市長は、第１項の説明会の開催状況を把握するた

めに必要があると認めるときは、当該説明会にその

職員を立ち会わせるものとする。 

（説明会の開催方法等） 

第１０条 条例第１１条第１項に規定する説明会（以

下「説明会」という。）の開催に当たっては、説明

会に参加する者の参集の便を考慮して日時及び場所

を定めるものとする。 

２ 事業者は、説明会に参加した者に対して、事業計

画の概要を記載した書類及び図面を配布し、事業計

画の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めると

ともに、次に掲げる事項を説明するものとする。 

（１） 関係住民は、条例第１２条の規定により意見

書を提出できること。 

（２） 事業者は、条例第１３条第２項の規定により

見解の周知を図らなければならないこと。 



（意見書の提出） 

第１２条 地域における生活環境の保全上の見地か

ら事業計画について意見を有する関係住民は、第１

０条の規定による広告のあった日の翌日から起算

して４２日を経過する日（同条の規定による縦覧期

間満了の日までに周知計画に基づく説明会が終了

しない場合にあっては、当該説明会が終了した日の

翌日から起算して１４日を経過する日）までに、当

該意見を記載した書面（以下「意見書」という。）

を市長及び事業者に提出することができる。 

（意見書） 

第１１条 条例第１２条に規定する意見書は、様式第

３号によるものとする。 

（見解書の提出） 

第１３条 事業者は、前条の規定による意見書の提出

があったときは、遅滞なく、当該意見書に対する見

解を記載した書面（以下「見解書」という。）を作

成し、市長に提出しなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定による見解書の提出に併せ、

又は見解書の提出後速やかに、関係住民に対し、見

解書に記載された見解の周知を図らなければならな

い。 

３ 前項の規定による見解の周知について必要な事項

は、規則で定める。 

（見解書） 

第１２条 条例第１３条第１項に規定する見解書（以

下「見解書」という。）は、様式第４号によるもの

とする。 

２ 見解書には、見解を補足するために必要な資料を

添付するものとする。 

３ 条例第１３条第３項に規定する見解の周知の方法

は、意見書を提出した者への通知、第９条第１項に

規定する縦覧を行う場所での見解書の縦覧その他関

係住民への周知が図られる方法により行うものとす

る。 

４ 前項に規定する見解書の縦覧は、当該縦覧を開始

した日から起算して７日を経過する日までの間、行

うものとする。 

（指導及び助言） 

第１４条 市長は、必要があると認めるときは、事業

計画の周知その他この条例に基づく手続に関し、事

業者又は関係住民に対して指導又は助言を行うこと

ができる。 

２ 市長は、前項の規定により指導又は助言を行うと

きは、鳥取県その他関係機関、学識経験者その他の

者に協力を求めることができる。 

（実施状況報告書の提出） 

第１５条 事業者は、第１１条第１項又は第１３条第

２項の規定による関係住民への周知（以下「住民へ

の周知」という。）を行ったときは、その実施状況

を記載した書面（以下「実施状況報告書」という。）

を作成し、規則で定めるところにより、市長に報告

しなければならない。 

（実施状況報告書） 

第１３条 条例第１５条に規定する実施状況報告書

は、様式第５号によるものとする。 

２ 前項の実施状況報告書には、次に掲げる書類及び

図面を添付するものとする。 

（１） 説明会で配布した書類及び図面 

（２） 生活環境の保全のために必要な事項を内容と

する協定を締結した場合にあっては、当該協定書の

写し 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める書類及び図面 

（実施状況報告に対する通知） 



第１６条 市長は、前条の規定による実施状況報告に

基づき、事業者と関係住民の合意形成に関する結果

を審査し、次の各号のいずれに該当するかについて

判断し、規則で定めるところにより、その旨を事業

者に通知するとともに、関係住民に周知しなければ

ならない。 

（１） 関係住民の理解が得られたと認めるとき。 

（２） 住民への周知に係る事業者の対応が不十分で

あり、関係住民の理解が得られていないと認めると

き。 

（３） 住民への周知に係る事業者の対応は十分であ

るが、関係住民の理解が得られていないと認めると

き。 

２ 市長は、前項の通知を行うときは、必要に応じて

鳥取市廃棄物審議会の意見を聴くものとする。 

３ 事業者は、第１項第２号に該当する旨の通知が行

われた場合において事業を実施しようとするとき

は、引き続き関係住民の理解を得るための対応を行

った上で、その実施状況について実施状況報告書を

作成し、規則で定めるところにより、市長に報告し

なければならない。この場合においては、当該実施

状況報告書を前条の実施状況報告書とみなして、こ

の条の規定を適用する。 

（判断結果の周知方法） 

第１４条 条例第１６条第１項の規定による関係住民

への周知は、周辺区域内に存する自治会等の代表者

及び意見書を提出した者への通知並びに周辺区域内

の集会所等の公共の場所、庁舎への掲示その他の方

法により行うものとする。 

２ 前項に規定する掲示は、当該掲示を開始した日か

ら起算して７日を経過する日までの間、行うものと

する。 

（実施状況報告書の再提出） 

第１５条 条例第１６条第３項に規定する実施状況報

告書は、様式第６号によるものとする。 

２ 前項の実施状況報告書には、次に掲げる書類及び

図面を添付するものとする。 

（１） 関係住民に配布した書類及び図面 

（２） 生活環境の保全のために必要な事項を内容と

する協定を締結した場合にあっては、当該協定書の

写し 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める書類及び図面 

（意見の調整） 

第１７条 事業者又は関係住民は、前条第１項第３号

に係る通知が行われた場合は、紛争の解決のための

意見の調整（市長が主催する会議において、事業者

及び関係住民の意見の論点を整理すること等によ

り、双方の主張内容の理解の促進を図り、紛争の解

決を図ることをいう。以下「意見の調整」という。）

を市長に申し出ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出があった場合にお

いて、必要があると認めるときは、事業者及び関係

住民双方の意見の調整を行うものとする。 

３ 事業者及び関係住民は、市長が行う意見の調整に

対し、会議への出席、資料の提出等の必要な協力を

（意見の調整の申出書） 

第１６条 条例第１７条第１項の規定による申出は、

意見調整申出書（様式第７号）を提出して行うもの

とする。 



行わなければならない。 

４ 事業者及び関係住民は、市長が行う意見の調整に

関する意見を記載した書面（以下「調整に関する意

見書」という。）を市長に提出することができる。

この場合において、市長は、当該調整に関する意見

書の写しを鳥取市廃棄物審議会に送付するものとす

る。 

５ 市長は、意見の調整を行うときは、必要に応じて

鳥取市廃棄物審議会の意見を聴くものとする。 

（意見調整結果の通知） 

第１８条 市長は、前条の規定による意見の調整を行

った結果について、次の各号のいずれに該当するか

について判断し、規則で定めるところにより、その

旨を事業者に通知するとともに、関係住民に周知し

なければならない。 

（１） 関係住民の理解が得られたと認めるとき。 

（２） 意見の調整に対する事業者の対応が不十分で

あり、関係住民の理解が得られていないと認めると

き。 

（３） 次条の規定により意見の調整を終結するとき。

２ 市長は、前項の通知を行うときは、鳥取市廃棄物

審議会の意見を聴くものとする。 

（意見調整結果の周知方法） 

第１７条 条例第１８条第１項の規定による関係住民

への周知は、周辺区域内に存する自治会等の代表者

及び意見書を提出した者への通知並びに周辺区域内

の集会所等の公共の場所、庁舎への掲示その他の方

法により行うものとする。 

２ 前項に規定する掲示は、当該掲示を開始した日か

ら起算して７日を経過する日までの間、行うものと

する。 

（意見の調整の終結） 

第１９条 市長は、意見の調整の結果、これに対する

事業者の対応が十分と認められ、かつ、次の各号の

いずれかに該当する場合には、意見の調整を終結す

ることができる。 

（１） 関係住民が意見の調整に応じないことにより、

関係住民の理解を得ることが困難と認められると

き。 

（２） 関係住民が生活環境保全上の理由以外の理由

により反対することにより、関係住民の理解を得る

ことが困難と認められるとき。 

（３） 事業者と関係住民の生活環境保全上の意見が

乖
かい

離していることにより、関係住民の理解を得るこ

とが困難と認められるとき。 

（環境の保全に関する協定の締結） 

第２０条 事業者は、廃棄物処理施設等の設置に関し、

関係住民から生活環境の保全のために必要な事項を

内容とする協定を締結することについて要請があっ



たときは、誠意をもって対応しなければならない。

２ 市長は、関係住民が、事業者との間で生活環境の

保全のために必要な事項を内容とする協定を締結し

ようとするときは、その内容について必要な助言を

行うことができる。 

（事業計画又は周知計画の変更の届出等） 

第２１条 事業者は、事業計画書又は周知計画書につ

いてその記載内容を変更しようとするときは、その

旨を市長に届け出なければならない。 

２ 事業者が前項の規定による届出（規則で定める変

更に係るものを除く。）をしたときにおける手続は、

第５条から前条までの規定の例によるものとする。 

（事業計画又は周知計画の変更の届出） 

第１８条 条例第２１条第１項の規定による届出は、

事業計画の変更にあっては事業計画変更届出書（様

式第８号）、周知計画の変更にあっては周知計画変

更届出書（様式第９号）を提出して行うものとする。

（周知等の手続を要しない変更） 

第１９条 条例第２１条第２項に規定する規則で定め

る変更は、次のとおりとする。 

（１） 条例第１１条の規定による事業計画の周知又

は条例第１７条の規定による意見の調整における関

係住民の意見等に基づいて行われる事業計画の変更

（２） 条例第８条第２項の規定による通知に基づい

て行われる事業計画の変更 

（３） 説明会に配布する書類又は図面の変更 

（４） 周知が更に図られると認められる変更 

（５） 主要な設備の変更を伴わず、かつ、生活環境

に対する影響を減少させることを目的とする事業計

画の変更 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認

める変更 

（事業計画の廃止の届出等） 

第２２条 事業者は、事業計画を廃止しようとすると

きは、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 事業者は、前項の規定による届出を行ったときは、

速やかに、事業計画を廃止した旨を広告しなければ

ならない。 

（廃止の届出等） 

第２０条 条例第２２条第１項の規定による届出は、

事業計画廃止届出書（様式第１０号）を提出して行

うものとする。 

２ 条例第２２条第２項の規定による広告は、次に掲

げる事項を記載した書面の周辺区域内の集会所等の

公共の場所、庁舎又は設置予定場所への掲示、時事

に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他

関係住民への周知が図られる方法により行うものと

する。 

（１） 事業者の住所及び氏名（法人にあっては、所

在地及び名称並びに代表者の氏名） 

（２） 廃止した事業計画の概要 

３ 前項に規定する掲示は、当該掲示を開始した日か

ら起算して７日を経過する日までの間、行うものと

する。 



（条例手続の時期） 

第２３条 事業者は、法第８条第１項、第９条第１項、

第１４条第１項若しくは第６項、第１４条の２第１

項、第１４条の４第１項若しくは第６項、第１４条

の５第１項、第１５条第１項若しくは第１５条の２

の６第１項に規定する許可の申請、法第９条第３項

（法第１５条の２の６第３項において準用する場合

を含む。）、法第１４条の２第３項若しくは第１４

条の５第３項において準用する法第７条の２第３項

の規定による届出（廃棄物処理施設の設置に関する

ものに限る。）、ダイオキシン類対策特別措置法（平

成１１年法律第１０５号。以下「ダイオキシン法」

という。）第１２条第１項若しくは第１４条第１項

の規定による届出（廃棄物処理施設等の設置に関す

るものに限る。）又は無害化処理実証試験施設の設

置（既存の施設を無害化処理実証試験施設として使

用することとする場合を含む。）を行う前に、この

章に規定する必要な手続（以下「条例手続」という。）

を行わなければならない。 

２ 条例手続は、事業者が第１６条第１項第１号、第

１８条第１項第１号又は同項第３号に該当する旨の

通知（以下「手続終了通知」という。）を受けたこ

とをもって終了するものとする。 

（許可の制限等） 

第２４条 市長は、廃棄物処理施設の設置について、

事業者が手続終了通知を受ける前に法第８条第１

項、第９条第１項、第１５条第１項又は第１５条の

２の６第１項の許可を申請した場合において、当該

廃棄物処理施設の設置に伴う紛争を予防するため必

要があると認めるときは、当該申請が法第８条の２

第１項第２号（法第９条第２項において準用する場

合を含む。）又は第１５条の２第１項第２号（法第

１５条の２の６第２項において準用する場合を含

む。）の規定に適合していないものとして、当該許

可をしないものとする。 

２ 市長は、廃棄物処理施設の設置について、事業者

が手続終了通知を受ける前に法第１４条第１項若し

くは第６項、第１４条の２第１項、第１４条の４第

１項若しくは第６項又は第１４条の５第１項の許可

を申請した場合において、当該廃棄物処理施設の設

置に伴う紛争を予防するため必要があると認めると

きは、法第１４条第１１項（法第１４条の２第２項



において準用する場合を含む。）又は第１４条の４

第１１項（法第１４条の５第２項において準用する

場合を含む。）の規定により、当該許可に係る行為

を行う前に手続終了通知を受けるべき旨の条件を当

該許可に付すものとする。 

第３章 廃棄物処理施設等の設置者の責務

（廃棄物の処理状況に係る報告等） 

第２５条 一般廃棄物処理施設、特定小型焼却施設又

は無害化処理実証試験施設の設置者は、規則で定め

るところにより、当該施設における一般廃棄物又は

産業廃棄物の処理状況を市長に報告しなければなら

ない。 

２ 廃棄物処理施設等の設置者は、一般廃棄物又は産

業廃棄物の処理状況に関する事項を記録した書類を

当該廃棄物処理施設等（当該廃棄物処理施設等に備

え置くことが困難である場合にあっては、当該廃棄

物処理施設等の設置者の最寄りの事務所）に備え置

き、関係住民の求めに応じ、その閲覧に供さなけれ

ばならない。 

３ 市長は、第１項の規定による報告の内容を公表す

るものとする。 

（処理状況の報告方法等） 

第２１条 条例第２５条第１項の規定による報告及び

同条第２項の規定による閲覧は、次に掲げる事項に

ついて行うものとする。 

（１） 設置者の住所及び氏名（法人にあっては、主

たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名）

並びに電話番号 

（２） 設置場所 

（３） 取り扱う一般廃棄物又は産業廃棄物の種類 

（４） 処理能力に係る次の事項 

 ア 中間処理施設にあっては、１日及び１月当たり

の処理能力 

 イ 最終処分場にあっては、埋立地の面積及び埋立

容量 

 ウ 積替え保管施設にあっては、産業廃棄物の種類

ごとの保管場所の面積及び保管上限 

（５） 廃棄物の種類ごとの処理実績に係る次の事項

 ア 各月の受入量 

 イ 中間処理施設又は最終処分場にあっては、処分

方法ごとの各月の処分量 

 ウ 中間処理施設にあっては、処分後の廃棄物の持

出先及び各持出先における処分方法ごとの処分量

 エ 積替え保管施設にあっては、運搬方法ごとの各

月の運搬量 

 オ 積替え保管施設にあっては、各月の月末時点の

保管量 

（６） 破損その他の事故等により施設の操業を停止

した場合にあっては、当該事故等の概要 

２ 条例第２５条第１項の規定による報告は、毎年６

月３０日までに、その年の３月３１日以前の１年間

の処理状況について書面（以下「処理状況報告書」

という。）により行うものとする。 

３ 条例第２５条第２項に規定する書類は、毎年６月

３０日までに、その年の３月３１日以前の１年間の

処理状況について作成するものとする。 



４ 前項の書類は、毎年７月１日から３年間、閲覧に

供するものとする。 

５ 条例第２５条第３項の規定による公表は、処理状

況報告書を１年間公衆の縦覧に供する方法その他の

市長が適当と認める方法により行うものとする。 

（事故時の措置） 

第２６条 廃棄物処理施設等（法第２１条の２に規定

する特定処理施設を除く。）の設置者は、当該廃棄

物処理施設等において破損その他の事故が発生し、

当該廃棄物処理施設等において処理する一般廃棄物

若しくは産業廃棄物又はこれらの処理に伴って生じ

た汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透

し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支

障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、

その支障の除去又は発生の防止のための応急の措置

を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講

じた措置の概要を市長に届け出なければならない。

（事故時の届出） 

第２２条 条例第２６条の規定による届出は、廃棄物

処理施設等事故届出書（様式第１１号）により行う

ものとする。 

（事故対応費用に係る措置） 

第２７条 廃棄物処理施設等の設置者は、当該廃棄物

処理施設等において破損その他の事故が発生した場

合に廃棄物の除去等を適切に行うため、これに要す

る費用をあらかじめ積み立てる等の措置を行うよう

努めるものとする。 

（施設の公開） 

第２８条 廃棄物処理施設等の設置者は、業務に特段

の支障がある場合を除き、自ら、関係住民に対し、

当該廃棄物処理施設等を公開するよう努めるものと

する。 

（廃棄物処理施設等の承継） 

第２９条 廃棄物処理施設等の設置者から当該廃棄物

処理施設等に係る権利を承継しようとする者（以下

「承継者」という。）は、当該廃棄物処理施設等に

ついて環境の保全に関する協定が締結されていると

きは、事業の実施に当たり、新たに協定を締結する

場合を除き、従前の協定の内容を遵守しなければな

らない。 

２ 承継者は、廃棄物処理施設等に関し、関係住民か

ら生活環境の保全のために必要な事項を内容とする

協定を締結することについて要請があったときは、

誠意をもって対応しなければならない。 

３ 市長は、関係住民が、承継者との間で生活環境の



保全のために必要な事項を内容とする協定を締結

しようとするときは、その内容について必要な助言

を行うことができる。 

第４章 鳥取市廃棄物審議会

（設置等） 

第３０条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取市廃

棄物審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

（１） 第１６条第２項、第１７条第５項及び第１８

条第２項の規定に基づき、意見を述べること。 

（２） 法に基づく許可の申請若しくは届出若しくは

ダイオキシン法に基づく届出の審査又は無害化処理

実証試験施設の設置に関し、市長が意見を求めた事

項について調査審議すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、産業廃棄物の処

理に関する重要な事項について調査審議すること。

２ 審議会は、廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の

予防及び調整に関する事項について、市長に意見を

述べることができる。 

（組織） 

第３１条 審議会は、委員７人以内で組織する。 

２ 委員は、廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予

防及び調整に関し、必要な知識又は経験を有する者

その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委

嘱する。 

（任期） 

第３２条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第３３条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこ

れを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理す

る。 

（会議） 

第３４条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議

長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議

を開くことができない。 



３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、事業者、

関係住民その他の関係者に対して出席を求め、意見

若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めること

ができる。 

（秘密保持義務） 

第３５条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしては

ならない。その職を退いた後も同様とする。 

（運営に関する細則） 

第３６条 この章に定めるもののほか、審議会の運営

に関し必要な事項は、審議会が定める。 

第５章 雑則

（報告の徴収） 

第３７条 市長は、この条例に定めるもののほか、こ

の条例の施行に必要な限度において、事業者に対

し、報告を求めることができる。 

（勧告及び公表） 

第３８条 市長は、廃棄物処理施設等の設置について、

事業者が手続終了通知を受ける前に法第９条第３項

（法第１５条の２の６第３項において準用する場合

を含む。）若しくは法第１４条の２第３項若しくは

第１４条の５第３項において準用する法第７条の２

第３項の規定による届出又はダイオキシン法第１２

条第１項若しくは第１４条第１項の規定による届出

をした場合において、当該廃棄物処理施設等の設置

に伴う紛争を予防するため必要があると認めるとき

は、当該事業者に対し、直ちに条例手続を行い、手

続終了通知を受けるよう勧告するものとする。この

場合において、当該廃棄物処理施設等の設置に伴う

紛争が現に生じ、又は生ずるおそれがあると認める

ときは、併せて、手続終了通知を受けるまでの間当

該廃棄物処理施設等の使用を停止するよう勧告する

ものとする。 

２ 前項の規定による場合のほか、市長は、事業者が

次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当

該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告

することができる。 

（１） 第５条第３項の規定による生活環境影響調査

結果書の提出をせず、又は虚偽の生活環境影響調査

結果書を提出したとき。 



（２） 第１０条の規定による事業計画の広告及び縦

覧を正当な理由がなく行わないとき。 

（３） 第１３条第１項の規定による見解書の提出を

しないとき。 

（４） 第２５条第１項の規定による処理状況の報告

をしないとき、又は同条第２項に規定する書類を備

え置かないとき。 

（５） 第２６条の規定による応急の措置、届出等を

行わないとき。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、この条例に規定

する手続の全部若しくは一部を正当な理由なく行わ

ず、又は不正若しくは不誠実な方法によりこれを行

ったとき。 

３ 市長は、前２項の規定による勧告をした場合にお

いて、その勧告を受けた者が当該勧告に従わないと

きは、その者の氏名及び住所（その者が法人である

場合にあっては、法人の名称及び代表者の氏名並び

に所在地）並びに当該勧告の内容を公表することが

できる。 

（勧告に従わない旨の公表） 

第２３条 条例第３８条第３項の規定による公表は、

鳥取市公告式条例に定める掲示場への掲示その他一

般に周知できる方法で行うものとする。 

（適用除外） 

第３９条 環境影響評価法（平成９年法律第８１号）

若しくは鳥取県環境影響評価条例（平成１０年鳥取

県条例第２４号）の対象となる廃棄物処理施設又は

移動式の廃棄物処理施設等（規則で定めるものに限

る。）の設置については、第２章の規定は、適用し

ない。 

（周知等の手続に係る適用除外施設） 

第２４条 条例第３９条に規定する規則で定める移動

式の廃棄物処理施設等は、移動することができるよ

うに設計された廃棄物処理施設等のうち次に掲げる

ものを除く施設とする。 

（１） 特定の不動産に固定して使用するもの 

（２） 特定の不動産に固定せず使用するものであっ

て、次のいずれかに該当するもの 

 ア 建設工事の現場その他の一時的に廃棄物を排出

する作業を行う場所に６０日以上継続して設置さ

れるもの 

 イ 特定の場所（アに規定する場所を除く。）にお

いて１年のうち合計６０日以上設置されるもの 

（補則） 

第４０条 この条例の施行に関して必要な事項は、規

則で定める。 

（書類等の提出部数） 

第２５条 条例及びこの規則の規定により市長に提出

する書類及び図面の部数は、正本１部及び副本１部

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると

認める場合には、その副本の部数を追加することが



できる。 

附 則

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に県条例の規定に基づき行

った処分、手続その他の行為は、この条例の相当規

定によりなされたものとみなす。 

附 則

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に鳥取県廃棄物処理施設の

設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に

関する条例施行規則（平成１７年鳥取県規則第１２

１号）の規定に基づき行った処分、手続その他の行

為は、この条例の相当規定によりなされたものとみ

なす。 

附 則（令和３年３月３１日規則第３３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に

より作成され、又は使用されている用紙については、

この規則の規定にかかわらず、当分の間使用するこ

とができる。 


